
愛玩動物看護師の現況調査の実施について

○ 附帯決議で求められた、愛玩動物看護師等の資質、処遇及び⼈材確保の状況について検討するためのデータとして、
愛玩動物看護師資格保有者の現況を調査する必要がある。

○ 愛玩動物看護師資格保有者の現況を把握する制度はない。
○ 他資格の調査項⽬を参考に、オンラインで実施してはどうか。

公認⼼理師看護師獣医師資格名
制度なし
2023年に１回（法施⾏７年⽬）
全ての公認⼼理師
オンライン（名簿登録者に通知）

保助看法第33条
２年に１度
業務に従事する看護師
オンライン

獣医師法第22条
２年に１度
全ての獣医師
オンライン

調査実施概要

・年代
・性別
・現住所都道府県
・国家試験受験資格区分
・国家試験合格年⽉⽇
・保有資格等
・実務経験年数

・⽒名、⽣年⽉⽇
・性別
・現住所
・免許種別
・登録番号・登録年⽉⽇

・登録番号
・本籍地都道府県
・登録年⽉⽇
・⽣年⽉⽇
・⽒名
・性別
・現住所、メールアドレス

調査項⽬①
【基本属性】

・現在の勤務先機関
・主たる勤務先
・⼼理的⽀援業務への従事状況
・従事している主な分野
・勤務時間
・現在の従事状況及び理想の従事内容
・連携職種
・資質向上の⽅法
・その他

・主たる業務
・業務に従事する場所
・特定⾏為研修の修了状況
・その他

・主たる職業
ー業務の種類
ー業務の内容
ー勤務先

・勤務先名称、勤務先所在地
・従たる職業の概要
・業務経験
・防疫業務への協⼒
・出⾝地
・備考

調査項⽬②
【業務に関する項⽬】

他資格の調査概要

資料４



愛玩動物看護師現況調査（案）
１．調査⽬的

愛玩動物看護師制度の検討に資することを⽬的として、
愛玩動物看護師の登録者全員を対象とした現況調査
を実施するもの。

２．調査対象
令和６年12⽉末⽇時点の愛玩動物看護師登録者

全員（約2万2千⼈）
３．調査期間

令和７年１⽉
４．調査・周知の⽅法

Webアンケートサイトからの回答を依頼。
回答は任意であり、回答しないことによる不利益はない

こと、個⼈情報の保護を約束することを明記。
農林⽔産省及び環境省から、（⼀財）動物看護師

統⼀認定機構、（⼀社）⽇本動物看護職協会等の
関係団体（職能団体、病院関係団体、学会、各種学
校、⾃治体等）に対し、本調査の周知に協⼒を依頼。

５．調査項⽬
（１）基本属性

年代、性別、現住所都道府県、出⾝地都道府県、
受験資格区分、合格年⽉⽇、実務経験年数、認定
動物看護師資格の有無

（２）勤務先機関
獣医療分野/愛護・適正飼養分野/教育等

（３）愛玩動物看護師の業務への従事状況
（４）愛玩動物看護師の業務に従事している愛玩動物

看護師の状況
勤務時間数、給与形態/収⼊等

（５）愛玩動物看護師の業務を実施している／していな
い愛玩動物看護師からの意⾒・要望（⾃由記載）

働き⽅、活動内容、キャリア形成等



Q. 1 年代を１つ選択してください。
Q．２性別を１つ選択してください。
Q．３現住所の都道府県を⼀つ選択してください。
Q．４出⾝の都道府県を⼀つ選択してください。 ※出⾝の都道府県は、ご⾃⾝がご出⾝と考える都道府県を選択してください。
Q．５愛玩動物看護師国家試験に合格した際の受験資格の区分を１つ選択してください。
Q．６愛玩動物看護師国家試験に合格した回（年⽉）を１つ選択してください。
Q．７認定動物看護師資格を持っていますか︖
Q．８ 【実務経験年数】 「愛玩動物看護師の業務」に従事してきた年数（通算、資格取得以前の活動を含む。１年未満は切り捨て）を１つ選択してください。
Q．９ 【現在の勤務先】現在の勤務先機関を選択してください。
Q．１０勤務先の飼育動物診療施設の獣医師は何⼈ですか︖
Q．１１現在のあなたの就業状況に最も近いものを１つ選択してください。
Q．１２前の問で回答した、ご⾃⾝の業務について、①対象動物及び②業務内容を教えてください。
Q．１３⼀週間の勤務⽇数を１つ選択してください（直近１か⽉の平均）
Q．１４⼀⽇の勤務時間として近いものを１つ選択してください。
Q．１５⽉収（税込み）について、近いものを１つ選択してください。
Q．１６年収（税込み、賞与込み）について、近いものを１つ選択してください。
Q．１７ 《愛玩動物看護師の業務に従事していない理由》現在愛玩動物看護師の業務に従事していない理由をすべて選択してください。
Q．１８今後機会があれば、愛玩動物看護師の業務に従事したいと考えますか。１つ選択してください。
Q．１９次の観点からご意⾒、ご要望があれば、該当する番号を挙げたうえで、⾃由に意⾒を記載してください。愛玩動物看護師としての①働き⽅、②活動内容、

③キャリア形成、④資格取得後の研修制度、⑤本調査の形式及び内容、⑥その他

質問項⽬⼀覧



ご意⾒を頂きたいこと

１．勤務先機関

・就労していない

・獣医療分野︓愛玩動物診療施設、「愛玩動物」以外の飼育動物診療施設

・愛護・適正飼養分野︓ブリーダー、ペットショップ、トリミングサロン、ペットシッター、ペットホテル、動物愛護団体、動物園・動物公園

（販売業、保管業、貸出業、訓練業、展⽰業、競りあっせん業、譲受け飼養業、動物愛護団体、動物公園に属するもの）

・教育︓愛玩動物看護師教育養成機関、⼤学・研究所等（教育・養成、研究等）

・⾏政︓国⼜は地⽅公共団体の動物愛護管理機関

・その他︓製薬メーカー、⾷品メーカー、ペットフード会社、ペット保険会社、出版社他

・当てはまるものがない/その他

２．愛玩動物看護師の業務への従事状況に係る説明の記載
※１「愛玩動物看護師に関する職種」とは、次の分野及び職種です。

獣医療分野︓愛玩動物看護師
愛護・適正飼養分野︓ブリーダー、ペットショップ店員、グルーマー、トリマー、ペットフードアドバイザー、訓練⼠、災害⽀援、ペットシッ

ター、飼育員、動物シェルターボランティア、動物派遣業者等

※２「愛玩動物看護師の業務」の定義以下の１つ以上に当てはまる業務を「愛玩動物看護師の業務」とみなしてください。
・愛玩動物の診療の補助・疾病にかかり、⼜は負傷した愛玩動物の世話その他の看護
・愛玩動物を飼養する者その他の者に対する愛護及び適正な飼養に係る助⾔その他の⽀援

○ 勤務先機関の設定はこれでよいか。
○ 愛玩動物看護師の業務として想定する業務について、記載は⼗分か。



ご意⾒を頂きたいこと

○ 勤務先機関

問17へ



ご意⾒を頂きたいこと
○ 愛玩動物看護師の業務への従事状況の記載



参考︓動物看護職の勤務実態に関するアンケート調査
（2020年７⽉、⽇本動物看護職協会）

○ 実施⽅法
インターネットを利⽤し、ウェブ上にアンケートの設問項⽬と
回答画⾯を設置。オンラインで回答を収集し集計した。

※今回のアンケート調査では回答者個⼈、及び回答者の勤
務先、所属などを特定する情報は収集していません。

○ 設問数 31問（最⼤47問）

○ 回答受付期間 2020 年 1 ⽉ 10 ⽇（⾦） 〜
2020 年 3 ⽉ 10 ⽇（⽕）

○ アンケートの告知・案内⽅法

Q．１３ 法定外休暇、休⽇はありますか︖
Q．１３-２ どのような休⽇がありますか︖
Q．１４ 1 週間の勤務⽇数は︖ ※直近１カ⽉の平均
Q．１５ 1 ⽇の勤務時間は︖ ※1 年の平均
Q．１６ 給与の形態は︖
Q．１６-２ ⽉給の場合、⽉給（税込）はどのくらい︖
Q．１６-３ 時給の場合、時給（税込）はどのくらい︖
Q．１７ 賞与はありますか︖
Q．１７-２ １年間の賞与（税込）はどのくらい︖
Q．１８ 年収（税込）はどのくらい︖

※毎⽉の給与＋賞与＋諸⼿当などの合計⾦額
Q．１９ 現在の給料に満⾜していますか︖
Q．２０ 諸⼿当はありますか︖
Q．２０-２ 諸⼿当の種類は︖
Q．２１ 退職⾦制度はありますか︖
Q．２２ 勤務先の健康保険に⼊っていますか︖
Q．２３ 勤務先の厚⽣年⾦に加⼊していますか︖
Q．２４ 雇⽤保険に加⼊していますか︖
Q．２５ 勤務先は労災保険に⼊っていますか︖
Q．２６ 現在の仕事にやりがいを感じていますか︖
Q．２７ 動物看護師の仕事の魅⼒は︖
Q．２８ ⼥性、男性という理由での不当な処遇は︖
Q．２８-２ その内容を具体的にご記⼊ください
Q．２９ 転職したことがありますか︖
Q．２９-２ 転職したことがある 。その主な理由をひとつだけお答えください。
Q．２９-３ その他の理由を具体的に
Q．３０ 今後、動物看護師として働き続けたいですか︖
Q．３０-２ そう思わない理由は︖
Q．３１ 愛玩動物看護師の免許を取得したいですか︖
Q．３１-２ 取得は考えていない、その理由は︖

○ 実施⽅法
Q. 1 あなたのお住まいの都道府県を答えください
Q．２ あなたの性別をお答えください
Q．３ あなたの年齢をお答えください
Q．４ あなたの最終学歴をお答えください
Q．４-２ その他と答えた⽅は具体的にご記⼊ください
Q．５ 認定動物看護師資格を取得していますか︖
Q．６ 現在、動物看護師として就業していますか︖
Q．７ 現在、現在の勤務先の雇⽤形態は︖
Q．８ 動物看護師としての勤務年数は何年ですか︖
Q．９ 現在勤務している就業場所は︖
Q．９-２ 勤務先の獣医師は何⼈ですか︖
Q．９-３ 勤務先の動物看護師は何⼈ですか︖
Q．９-４ 獣医師、動物看護師以外のスタッフは何⼈ですか︖
Q．１０ 就業規則はありますか︖
Q．１１ 年次有給休暇はありますか︖
Q．１２ 年次有給休暇以外の法定休暇の取得は︖
Q．１２-２ どのような休暇ですか︖



参照条⽂

○ 獣医師法（昭和24年法律第186号）
（届出義務）第⼆⼗⼆条獣医師は、農林⽔産省令で定める⼆年ごとの年の⼗⼆⽉三⼗⼀⽇現在における⽒名、住所その他農林⽔産省令で定める
事項を、当該年の翌年⼀⽉三⼗⼀⽇までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林⽔産⼤⾂に届け出なければならない。ただし、情報
通信技術を活⽤した⾏政の推進等に関する法律（平成⼗四年法律第百五⼗⼀号）第六条第⼀項の規定により当該届出を同項に規定する電⼦情
報処理組織を使⽤して⾏うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

○ 保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）
第三⼗三条業務に従事する保健師、助産師、看護師⼜は准看護師は、厚⽣労働省令で定める⼆年ごとの年の⼗⼆⽉三⼗⼀⽇現在における⽒名、
住所その他厚⽣労働省令で定める事項を、当該年の翌年⼀⽉⼗五⽇までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。


